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１.請求に係る各種様式の作成について 

 

①訪問看護療養費明細書 

・明細書は、厚生労働省から示された様式を使用してください。 

・記載方法については、3～6 ページをご覧ください。 

 

②訪問看護療養費請求書 

・請求書は、「国保」と「後期高齢者医療」別に、明細書の件数や金額等を集計

する様式です。 

・国保請求書は、保険者別（仙台市の５区は仙台市で１つ）に１枚ずつ、後期高

齢者請求書は、各都道府県の代表番号で 1枚作成し明細書に添付します。 

・異なる月の明細書（月遅れ分、返戻後の再請求分）は当月分と合わせて１枚の

請求書に綴ってください。 

・国の告示で示された書式であれば、本会での取り扱いは可能ですが、より正確

なお支払いを期するために、「区分コード」番号を取り入れた本会指定様式で

のご提出をお願いいたします。 

・請求書の本会指定様式はホームページからダウンロードしてください。 

・記載方法については、8～11ページをご覧ください。 

 

③訪問看護療養費総括表 

・総括表は請求書を総計する様式です。 

・１請求につき１枚作成し添付します。 

・総括表の本会指定様式はホームページからダウンロードしてください。 

・記載方法については、12～13ページをご覧ください。 

 

④編綴方法について 

・請求書の最上部に総括表を添付して、その下に保険者単位に分けた請求書と明

細書を編綴してください。 

・綴じ方は、保険者ごとに左上部をホッチキス等で綴じてください。クリップ留

めは、外れて他のステーションの請求と混合する恐れがありますので、ご遠慮

願います。 

・同じ保険者でも新様式と旧様式の明細書がある場合には、それぞれの様式毎

に請求書を作成し編綴願います。 

・詳細については、14 ページをご覧ください。 
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⑤明細書の提出方法について（再請求方法を含む） 

・明細書の提出期限は原則毎月１０日必着（１０日が土、日、祝日の場合は翌稼

働日）となっております。遅延した場合には翌月以降に請求ください。 

・保険者や国保連合会から返戻となった明細書につきましては、次月以降の請求

書に含めて請求してください。（明細書のみでの提出はできません。） 

・再請求の際は、新しく明細書を作成せず返戻となった明細書を訂正してくださ

い。やむを得ず新しく明細書を作成された場合は、訂正前の古い明細書の添付

は不要です。 

・明細書の訂正にあたっては、黒若しくは青色のインク又はボールペン等を使用

してください。 

 

⑥返戻依頼、取り下げ方法について 

・提出された明細書の返戻依頼については、所定の様式でのみ受付いたします。

なお、事故防止のため、電話等による口頭の返戻依頼には応じかねますので、

必ず所定の様式でご依頼ください。 

・「診療（調剤）報酬明細書の返戻依頼」様式をご使用ください。 

・様式は国保連合会のホームページからダウンロードしてください。 

・当該明細書を提出月中に返戻依頼する場合は、原則当月の２５日必着でご依頼

いただければ、事務返戻扱いとして、支払前の返却が可能です。 

 それ以降の返戻依頼につきましては、翌月１０日以降、直接保険者へ取り下げ

依頼願います。（国保の場合は該当市町村へ、後期高齢者の場合は後期高齢者

医療広域連合へ依頼のこと） 

 

 

 

⑦その他 

・保険者が被用者保険（全国健康保険協会宮城支部（協会けんぽ）等）の明細書、

並びに生活保護に係る明細書の提出先は社会保険診療報酬支払基金です。 

 

⑧明細書提出 及び 問い合わせ先 

〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目２番３号 宮城県自治会館５階 

宮城県国民健康保険団体連合会 審査業務課訪問看護療養費担当 

電話 022-222-7075 

～10日

明細書提出

～25日

国保連に依頼返
戻可

翌月10日～

保険者に取り下
げ依頼
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２.訪問看護療養費明細書の記載方法について 

※本文中の①から⑬の表記箇所は６ページを参照してください。 

 

①指定訪問看護が行われた年月を記載してください。 

②宮城県の県番号「０４」を記載してください。 

③貴ステーションの７桁のコード番号を記載してください。（例：0291234） 

④「保険種別、単併区分、本家区分、給付割合」欄には、下記の例に基づき該当

箇所に丸印を付けてください。 

 

国保一般の場合 

                      

    

                      

                      

 

退職の場合 

                               

                             

①70 歳以上、一般または低所得で 8 割の場合 

②70 歳以上、上位所得で 7 割の場合 

③未就学で 8 割の場合 

④一般で 7 割の場合 

※本家区分は、世帯主は「２．本人」、それ以外 

は「６．家族」に〇をつけてください。 

①本人で７割の場合 

②家族で７割の場合 
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    後期高齢者の場合 

 

                            

   

  
 

⑤特定医療費（指定難病）等で医療費助成がある場合は、公費負担者番号・受給

者番号を記載してください。なお、給付割合欄は法定給付割合を記載します。 

※特定医療費（指定難病）で自己負担割合が２割でも「８」に○は付けません。 

 保険給付割合に○をつけてください。 

※災害で減額・免除・猶予の場合も法定給付割合に〇をつけてください。１０

割ではありません。 

⑥保険者番号は右詰めで記載してください。（17～18 ページの保険者一覧参照） 

⑦療養を受けた方の氏名・性別及び生年月日を記載してください。 

⑧被保険者番号の記号・番号を記載してください。 

・仙台市の被保険者番号形態「○○○-○○○○」の、「-（ハイフン）」の記載漏

れが見受けられますのでご注意願います。 

・後期高齢者医療は番号のみ８桁です。 

・欄内に記載されている（枝番）については、オンライン資格確認の実施後に 

 準備が整った保険者から枝番付きの被保険者番号が付番される予定となって 

 いることの説明です。それまでは現在の記号番号形態で記載ください。 

⑨70 歳以上の被保険者の場合、特記事項への記載は必須となります。 

70 歳未満で限度額認定証等の提示があった場合は、所得区分に応じた特記事

項を記載してください。 

法別 51、52、54 公費併用の場合は、適用区分に応じた特記事項を記載してく

ださい。（15～16ページ参照）  

⑩合計金額及び公費対象金額を記載してください。 

⑪高額医療費が現物給付された場合に一部負担金の額を記載してください。（※） 

 一部負担金に減額、免除、猶予がある場合には、この欄に記載ください。 

 ※保険請求金額×自己負担割合が自己負担限度額を超える場合、自己負担限

度額を記載することになっています。 

⑫第１公費及び第２公費に係る一部負担金額を記載してください。 

①後期高齢者で７割の場合 

②後期高齢者で９割の場合 
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⑬低所得の区分が記載された限度額認適用・標準負担額減額認定証または特定

医療費（指定難病）受給者証、特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾患

医療受診券が提示された場合は、高額療養費が現物給付された場合に限り、備

考欄に「低所得Ⅰ」・「低所得Ⅱ」の記載をしてください。 

 障害認定で後期高齢者への異動の場合は「障害」と記載してください。その際

には一部負担限度額が１/２となる特例は適用されないので注意ください。 

 

注：（新）精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定した場合は、「特記

事項」欄の「10 ＧＡＦ」の数字を○で囲み、当該月の初日の指定訪問看護時

におけるＧＡＦ尺度により判定した値と、判定した年月日を合わせて記載す

ること。 

 

※明細書の記載方法につきましては、厚生労働省が示した記載要領に則って記

載願います。 
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３.東日本大震災等の災害に係る一部負担金免除の記載方法について 

⑪

⑩

⑫

⑬

情報提供先等の記入漏れに注意 

①

￥

￥

￥

￥ 

②

￥

￥

￥

￥ 

③

￥

￥

￥

￥ 

④

￥

￥

￥

￥ ⑤

「

」

￥

￥

￥

￥ 

⑦

ん

￥

￥

￥

￥ 

⑨

￥

￥

￥

￥ 

 

 

⑥

￥

￥

￥

￥ 

⑧

ん

￥

￥

￥

￥ 

心身の状態欄の該当する疾病等コ

ードの記載漏れにご注意くださ

い。 

※特別管理加算の算定要件となる

別表８のコード記載漏れでの算定

が散見されるので注意ください。 
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３.東日本大震災及び台風１９号に係る一部負担金免除の記載方法について 

 

①明細書右上余白に「災１」と朱書きしてください。 

②負担金額欄に「免除」と黒字で記載するか、手書きの場合「免除」を○で囲ん

でください。 

③公費負担医療の受給者証をお持ちの患者であっても、一部負担金が免除され

ていることから、公費負担者番号及び公費受給者番号を記載することなく、医

療保険単独明細書として請求してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI AI  

災１ 

朱書きで右上の余白に「災１」と

記載してください 

 

給付割合欄は法定給付を〇で囲

んでください。（１０割ではあり

ません） 

 

黒字で「免除」と入力してくだ

さい。手書き用紙の場合は免除

に〇をしてください。 
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４.国民健康保険 訪問看護療養費請求書の記載方法について 

※本文中の①から⑦の表記箇所は 9 ページを参照してください。 

 

①指定訪問看護が行われた年月を記載してください。ただし、再請求の明細書等、

当該訪問月以外の明細書が請求書中に入っていても構いません。（例：５月訪

問分の請求書に、返戻となった４月訪問分の請求書を含める。） 

②貴ステーションの７桁のコード番号を記載してください。（例：0291234） 

③６桁の保険者番号と保険者名を記載してください。（17 ページの保険者一覧参

照） 

（仙台市は代表保険者番号「０４４００８」を記載し、請求書 1枚に全区の明細

書を綴ってください。） 

④請求書を提出する提出年月日を記載してください。 

⑤貴ステーションの所在地及び名称、指定訪問看護事業者等の氏名を記載し、本

会にお届けいただいている印鑑を押印してください。 

⑥請求区分毎に、件数、日数、金額の合計を記載してください。 

⑦公費負担医療に係る請求がある場合は、再掲欄に明細書の件数、日数、金額の

合計を再掲してください。 
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５.後期高齢者 訪問看護療養費請求書の記載方法について 

※本文中の①から⑦の表記箇所は 11ページを参照してください。 

 

①指定訪問看護が行われた年月を記載してください。ただし、再請求の明細書等、

当該訪問月以外の明細書が請求書中に入っていても構いません。（例：５月訪

問分の請求書に、返戻となった４月訪問分の明細書を含める。） 

②貴ステーションの７桁のコード番号を記載してください。（例：0291234） 

③８桁の保険者番号（県毎の代表番号）を、「３９」に続けて記載してください。

（記載例は、宮城県の代表番号です。宮城県以外の番号については、18 ペー

ジの保険者一覧参照） 

④請求書を提出する提出年月日を記載してください。 

⑤貴ステーションの所在地及び名称、指定訪問看護事業者等の氏名を記載し、本

会にお届けいただいている印鑑を押印してください。 

⑥請求区分毎に、件数、日数、金額の合計を記載してください。 

⑦公費負担医療に係る請求がある場合は、再掲欄に明細書の件数、日数、金額の

合計を再掲してください。 
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６.訪問看護療養費総括表の記載方法について 

※本文中の①から⑦の表記箇所は 13ページを参照してください。 

 

①訪問年月を記載してください。返戻再請求の明細書等、当該訪問月以外の明細

書が請求書中に入っていても構いません。（例：５月訪問分の請求書に、返戻

となった４月訪問分の明細書を含める。 

②貴ステーションの７桁のコード番号を記載してください。（例：0291234） 

③貴ステーションの所在地及び名称、指定訪問看護事業者等の氏名を記載して

ください。 

④国民健康保険の明細書の件数、日数、金額の総計を記載してください。 

⑤後期高齢者医療の明細書の件数、日数、金額の総計を記載してください。 

⑥公費負担医療に係る請求がある場合は、再掲欄に明細書の件数、日数、金額の

合計を再掲してください。 

⑦上記④と⑤の合計を記載してください。（漏れが散見されます。） 
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①

￥

￥

￥

￥ 

②

￥

￥

￥

￥ ③

￥

￥

￥

￥ 

⑦ 

④

￥

￥

￥

￥ 

⑤

￥

￥

￥

￥ 

⑥

￥

￥

￥

￥ 
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７. 総括表、請求書及び明細書の編綴方法について 

 

① 請求書と明細書は、保険者毎に取りまとめ、左上部をホッチキス等で綴じま

す。（糊は使用しないこと。） 

②保険者毎の束となった請求書・明細書の先頭に総括表を載せ、一つにまとめま

す。（総括表と請求書の束はホチキスで綴じません） 

③新様式と旧様式の明細書が混在する場合、様式毎に請求書を作成し明細書を

綴るよう御協力願います。                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 歳以上 8 割 

○○市国保請求書 

70 歳以上 7 割 

未就学児 8 割 

 
一般 7 割 

退職 本人 

退職 被扶養者 

退職 未就学児 

後期高齢者請求書 

後期 9 割 

後期 7 割 

 

 

                             

 
○○市国保請求書 

総括表 

○○町国保請求書 

後期高齢者請求書 

○国保組合請求書 

総括表 

↓ 

国保（保険者毎） 

↓ 

後期高齢者 

に重ねて一まとめにします 

保険者毎に綴じた束は、

下図のとおりに並べて、

提出願います。 

明細書は、請求書の件数、費用

額の記載順に綴ります。 
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宮城県内の保険者番号一覧 
 国民健康保険 後期高齢者医療 

宮城県（代表保険者番号）  39 04 0 0 0 1（※２） 
仙台市 04 4 0 0 8（※１）  

仙台市 青葉区 04  4 0 1 6 39 04  1 0 1 7 

仙台市 宮城野区 04  4 0 2 4 39 04  1 0 2 5 

仙台市 若林区 04  4 0 3 2 39 04  1 0 3 3 

仙台市 太白区 04  4 0 4 0 39 04  1 0 4 1 

仙台市 泉区 04  4 0 5 7 39 04  1 0 5 8 

石巻市 04  0 0 2 2 39 04  2 0 2 3 

塩竃市 04  0 0 3 0 39 04  2 0 3 1 

気仙沼市 04  0 0 5 5 39 04  2 0 5 6 

白石市 04  0 0 6 3 39 04  2 0 6 4 

名取市 04  0 0 7 1 39 04  2 0 7 2 

角田市 04  0 0 8 9 39 04  2 0 8 0 

多賀城市 04  0 0 9 7 39 04  2 0 9 8 

岩沼市 04  0 1 1 3 39 04  2 1 1 4 

蔵王町 04  0 1 2 1 39 04  3 0 1 3 

七ヶ宿町 04  0 1 3 9 39 04  3 0 2 1 

大河原町 04  0 1 4 7 39 04  3 2 1 1 

村田町 04  0 1 5 4 39 04  3 2 2 9 

柴田町 04  0 1 6 2 39 04  3 2 3 7 

川崎町 04  0 1 7 0 39 04  3 2 4 5 

丸森町 04  0 1 8 8 39 04  3 4 1 9 

亘理町 04  0 1 9 6 39 04  3 6 1 7 

山元町 04  0 2 0 4 39 04  3 6 2 5 

松島町 04  0 2 2 0 39 04  4 0 1 1 

七ヶ浜町 04  0 2 3 8 39 04  4 0 4 5 

利府町 04  0 2 5 3 39 04  4 0 6 0 

大和町 04  0 2 6 1 39 04  4 2 1 9 

大郷町 04  0 2 7 9 39 04  4 2 2 7 

富谷市 04  0 2 8 7 39 04  2 1 6 3 

 大衡村 04  0 2 9 5 39 04  4 2 4 3 

色麻町 04  0 3 3 7 39 04  4 4 4 1 

涌谷町 04  0 3 9 4 39 04  5 0 1 8 

女川町 04  0 6 8 3 39 04  5 8 1 0 

加美町 04  0 7 5 8 39 04  4 4 5 8 

栗原市 04  0 7 6 6 39 04  2 1 3 0 

登米市 04  0 7 7 4 39 04  2 1 2 2 

東松島市 04  0 7 8 2 39 04  2 1 4 8 

美里町 04  0 7 9 0 39 04  5 0 5 9 

南三陸町 04  0 8 0 8 39 04  6 0 6 5 

大崎市 04  0 8 1 6 39 04  2 1 5 5 

歯科医師国保組合 04  3 0 1 8  

医師国保組合 04  3 0 2 6  

建設業国保組合 04  3 0 3 4   
※１ 請求書に記載する保険者番号です。仙台市の場合、代表保険者番号（044008）を使用します。  
※２ 後期高齢者医療は、構成市町村番号で明細書を作成し、請求書は、宮城県の代表保険者番号

（39040001）を使用します。
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全国後期高齢者医療の保険者番号一覧 

都道府県名 後期高齢者医療 都道府県名 後期高齢者医療 

北海道 39010004 滋賀県 39250006 

青森県 39020003 京都府 39260005 

岩手県 39030002 大阪府 39270004 

宮城県 39040001 兵庫県 39280003 

秋田県 39050000 奈良県 39290002 

山形県 39060009 和歌山県 39300009 

福島県 39070008 鳥取県 39310008 

茨城県 39080007 島根県 39320007 

栃木県 39090006 岡山県 39330006 

群馬県 39100003 広島県 39340005 

埼玉県 39110002 山口県 39350004 

千葉県 39120001 徳島県 39360003 

東京都 39130000 香川県 39370002 

神奈川県 39140009 愛媛県 39380001 

新潟県 39150008 高知県 39390000 

富山県 39160007 福岡県 39400007 

石川県 39170006 佐賀県 39410006 

福井県 39180005 長崎県 39420005 

山梨県 39190004 熊本県 39430004 

長野県 39200001 大分県 39440003 

岐阜県 39210000 宮崎県 39450002 

静岡県 39220009 鹿児島県 39460001 

愛知県 39230008 沖縄県 39470000 

三重県 39240007  
 

 

※後期高齢者医療の請求書は、都道府県単位毎に上記の代表保険者番号で作成します。 

 


